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む す び

本年度の行政監査は、「許認可等に係る書類の取扱いについて」をテーマとし、44

機関が所管する41の許認可等事務を対象として、書類の取扱状況や事故防止の体制な

どについて監査した。

監査の結果及び意見については、第４で述べたとおりである。一部に書類の紛失防

止策の不徹底、不要となった文書の廃棄の遅滞、根拠や責任の分担があいまいなまま

民間団体に書類を取り扱わせているなど、改善を要する点が認められたものの、許可

証や申請書類の取扱いはおおむね適切に行われ、また、事務処理についても、審査基

準や標準処理期間の定めに沿っておおむね適切に行われていた。

その理由としては、平成６年の行政手続法の施行に伴い事務処理の手順が全庁的に

整備されたことや、書類紛失事故への対応、情報通信技術の進展に伴う情報管理や個

人情報の保護など新たに生じた問題や課題への対策に組織として適切に取り組んでき

たことなどが挙げられる。一方、一部の改善を要するものの中には、慣れからくる気

の緩みや問題意識の希薄化など、職員の意識に起因すると見受けられるものもある。

国や他の地方公共団体の機関などで起こった情報管理に関する事故の事例が、たび

たび報じられる。事務処理上の不注意で漏えいした情報が大きな事件につながること

も十分考えられることから、監査対象機関以外の機関も含め、過去の事故例を自戒の

材料とし、許認可等事務の処理については、十分注意して行うことが必要である。

申すまでもなく、許認可事務は県民の権利や義務に直結する重要な事務である。こ

の機会に改めて意識を喚起し、事務処理における公正の確保と透明性の向上及び適確

な事故防止はもとより、常に県民のニーズを意識し、利便性の向上や効率的な事務処

理に向けた不断の取組を心掛けていただきたい。
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